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事業概要

（事業目的）
共同募金とは、都道府県の区域を単位として、毎年１回、厚生労働大臣の定める期間（１０月１日から翌年３月３１日まで）に行う寄付金の募集であって、
その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業
を経営する者に配分することを目的とする事業である（社会福祉法第１１２条） 。

（集められた募金の使い方（例））
高齢者や障害者等を対象として行う食事、入浴サービス事業、住民全般を対象として行う各種福祉研修・講座開催事業、機材整備資金など、地域福祉
の推進のために行われる様々な事業が対象。

• 共同募金運動で集められた寄附金は、集めた都道府県内の民間社会福祉施設や福祉団体等に配分される。
【配分のルール】（社会福祉法第１１７条）
① 社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
② 配分を行うにあたっては、配分委員会の承認を得なければならない。
③ 募金の期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、配分しなければならない。
④ 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。

※ 共同募金の配分を受けた者とそうでない者との公平性を考慮するため、共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後１年間、その事業
に必要な資金を得るための寄附金募集が禁止されている（法第１２２条）。

※ 平成１２年の社会福祉事業法（現：社会福祉法）の改正で、大規模災害に対応するための準備金の積立て等に関する規定を整備し、
災害が発生した際には準備金を取り崩し、他の都道府県共同募金会の支援のために拠出することも可能。

共同募金の配分

中央共同募金会

・募金運動の全国的企画
・都道府県共募との連絡調整
・資料の収集、調査研究、啓発宣伝

（福）中央共同募金会（法第124条） 中央共同募金会

・募金運動の計画
・募金目標額の決定、募金活動、 配分
・募金実績及び配分結果の公表

都道府県共同募金会（法第113条） 中央共同募金会共同募金委員会(市町村）
※県共募の内部組織

・募金活動
・広報活動
・ボランティア組織の編成

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度平成26年度平成25年度

１６１億円１６８億円１７０億円１６９億円１７４億円１７６億円１７９億円１８１億円１８５億円１８７億円１９０億円募金実績額

（会長） 村木 厚子
（副会長） 古都 賢一

（募金実績） ※共同募金は、昭和２２年から実施。

（実施主体）
共同募金会（法第１１３条第２項） ※共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人
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○ 令和５年度においては、約45,000件の団体に対し配分しており、配分額全体の約６割が「社会福祉協議会」、約４割が「福祉団体等
（当事者団体、ボランティア団体等）」に配分されている。

配分実績

配分額（円）件数団体の種類

406,010,976683社会福祉施設

8,345,935,78220,646社会福祉協議会

275,069,711803NPO法人

4,915,900,41922,799福祉団体等

13,942,916,88844,931合計

令和５年度実績

【団体への配分事例】

民間主体の地域福祉の推進を図ることを目的とした共同募金事業は、地域住民から広く寄附を募り、地域に根ざした幅広い活動に
対し寄附金を配分することで、地域で支え合う互助の基盤づくりに大きな役割を果たしている。

＜共同募金 １団体あたりの平均配分額の推移＞ 単位：円

R5H30H25H20団体の種類

594,452538,797641,088465,743社会福祉施設

404,240400,447413,516394,094社会福祉協議会

342,553260,770280,181268,286NPO法人

215,619175,385199,052188,410福祉団体等

310,318275,923295,357278,341合計
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

会員からの会費収入

個人や民間（企業）からの寄附金

個人や民間（企業）からの助成金・補助金

行政からの助成金・補助金

利用者からの料金収入（物販等を含む）

行政からの委託、指定管理者としての業務

企業からの委託

その他

NPO 認定NPO

NPO法人の主たる収入源

出典「令和５年度特定非営利活動法人に関する実態調査」（内閣府）

○ NPO法人のうち、認定NPO法人では「個人や民間（企業）からの寄附金」の割合が最も高い。

活動団体の主な収入源

【NPO】n=1,968
【認定NPO】n=676



１ 共同募金事業の概要について ー「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ（令和７年５月28日）ー

６．終わりに（抄）

○ 上記の事項のほかにも、例えば、

・今回のとりまとめを受けた対応状況を踏まえ、いずれは生活困窮者自立支援制度の在り方その

ものを検討することも考えるべき。

・支援の在り方について、改めて伴走型の支援の重要性を認識する必要がある。

・ソーシャルワーク機能を担う人材養成・確保も重要である。

・地域共生の推進に大きな役割を果たしている共同募金事業の在り方を見直すべき。

・成年後見制度の見直しを受けた総合的な権利擁護支援策の検討に当たっては、

地方公共団体の権限の在り方も含め、法制審議会民法（成年後見等関係）部会の議論の状況を

踏まえつつ、検討を継続すべき。

等の意見があった。
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○ 共同募金事業は、戦後間もなく開始されて以降、高齢、障害、こども、生活困窮等の福祉分野をはじめ、地域住民活動や災害支援など、
地域に根ざした幅広い活動に助成を行い、地域福祉の推進に大きな役割を果たすとともに、一般市民の寄附の受け皿として重要な役割を
果たしている。

【寄附募集禁止規定について】
○ 共同募金事業による寄附金の配分に当たっては、共同募金の配分を受けた者とそうでない者との公平性を考慮するため、社会福祉法第
122条において、「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集
してはならない」と定めているところ。

○ 当該規定の背景には、共同募金が戦後の民間社会福祉事業の財源の窮乏を補う緊急の必要から、「民間事業者に対する財源の補填」と
いう趣旨があったものと考えられるが、現代社会においては、当時と比べて社会福祉に関する制度や補助事業等が充実し、民間事業者に
対する支援も増えている現代社会において、共同募金の配分の有無によって公平性を考慮する必要性が薄れてきている。

○ 近年、クラウドファンディングなど寄附の形態も多様化し、地域の福祉活動を行う団体にとっても寄附収入は貴重な活動資源といえる
が、共同募金による配分を受けた者の状況をみると、
・ １団体あたりの配分額が少額であること、
・ NPO法人やボランティア団体などの小規模な団体が多く存在していること、

等を踏まえると、共同募金の配分を受けた者に対する寄附募集の制限は民間支援に逆行し、時代にそぐわなくなってきている。

【準備金の使途について】
○ 各都道府県共同募金会が実施する共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条に基づき、原則として募金を実施した翌年度末まで
に配分することとしている一方、法第118条第１項において、災害発生時に活用することを目的として３年以内を限度として準備金の積立
を認めている。

○ こうした中、少子高齢化や単身世帯の増加、孤独・孤立の問題の深刻化など、地域の課題は複雑化・複合化しており、こうした課題の
中には既存の制度のはざまに位置するものもあり、公的制度やサービスだけでなく、地域における民間主体の柔軟な取組の充実が求めら
れている。

○ このような社会課題に対し、全国組織である中央共同募金会においては、平成28年度から「赤い羽根福祉基金」（社会福祉法に基づく
共同募金とは異なる）を造成し、社会課題への先駆的な取組に対して最大３年間の助成を実施しており、その一部は国の予算化につなが
るなど、地域発の社会的モデルを創出している。

現状・課題
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〇 地域社会を取り巻く課題が複雑化する中で、地域に根ざした民間団体の自立的かつ継続的な活動を確保することが極めて重要であるが、
こうした状況を踏まえ、その基盤を成す共同募金の果たすべき役割やその在り方についてどう考えるか。

【寄附募集禁止規定の見直し】

○ 寄附を取り巻く社会情勢が変化している中で、共同募金の配分を受けた者に対し、寄附募集を制限することについてどのように考える
か。

○ その際、共同募金事業は包括指定寄附金（※）の対象とされており、法人税の計算上全額を損金に算入することが可能である等、一定
の優遇措置が設けられていることから、寄附募集禁止規定の見直しにあたっては、税制上の取り扱いについても留意する必要があるので
はないか。
※ 昭和40年大蔵省告示第154号に基づき財務省があらかじめ包括的に指定した法人に対して行う寄附金。

（指定寄附金の例）国宝の修復、オリンピックの開催、赤い羽根共同募金、私立学校の教育研究等、国立大学法人の教育研究 等

【準備金の使途の見直し】

〇 準備金の使途が災害発生時の活用に限定されていることについてどのように考えるか。

○ 近年の複雑化・複合化した地域の課題にきめ細かく対応出来るよう、中央共同募金会における取組を参考に、公的制度だけでは対応困
難な社会課題への取組や地域のモデル的な取組など、一定規模の継続事業に対し、準備金を活用して重点的な配分を行うことについて、
どのように考えるか。

○ その際、透明性や客観性を担保する観点から、法第115条に規定する配分委員会の承認を受けることを条件としてはどうか。

〇 また、災害時における対応に支障が生じないよう、取崩額に上限を設けることなどにより、準備金が不足しないような工夫を検討する
必要があるのではないか。

論点



（参考）中央共同募金会が実施する赤い羽根福祉基金

※助成実績(平成28年から令和6年まで)
累計助成件数：204件 ／ 累計助成総額：12億7,948万円

赤い羽根福祉基金 助成概要

11

国での予算化につながった助成事例

認定特定非営利活動法人 ピッコラーレ

東京都

活動の成果

『居場所のない若年妊婦のためのワンストップ型支援事業』
(助成年数：3年 助成総額：1,908万円)

1年目
・ 困難な背景を抱える若年妊婦へ医・食・住を提供する居場所「ぴさら」を開設
・ 性や避妊に関する相談ができるユースクリニック「ピコの保健室」を開設
・ 地域のステークホルダーとの連携に関するワークショップを開催

2年目
・ 「ぴさら」の継続した運営を行い、増加する各方面からの問い合わせを柔軟に受
け入れた

・ 厚労省等ヒアリング、有識者会議、委員会に招聘され、代表が発表・提言を積極
的に行い「特定妊婦等支援整備事業/特定妊婦等支援臨時特例事業」が国で予算化さ
れた

3年目
・ 「若年妊婦にやさしい地域づくり」を目的としたワークショップ勉強会を開催
・ 若年妊婦の居場所運営に関する実践ガイドを発行

3年前はほどんど前例のない活動であったが、人材育成、場づくりに時間がかか
る居場所の立ち上げを行うことができた。
3年間の歩みを実践ガイドとしてまとめ、同じような妊産婦の居場所づくりを行

う団体のモデルとなった。

○ 別の事業として中央共同募金会が実施している赤い羽根福祉基金では、安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、公的制度やサー
ビスでは十分に対応できない地域課題や、制度のはざまにある社会課題の解決に向けて、先駆的で全国的なモデルとなる取り組みに対
し助成を行っている。

11
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募金の状況

○ 募金額全体の７０％以上を「戸別募金」（自治会・町内会等の協力による募金）が占めている。

募金実績（R5年度）内 容種 別

11,355,221千円
（70.7％）

・募金ボランティアが各家庭を訪問して募金をお願し集めるもの。自治会で回覧
板等で周知後、封筒に募金を入れてもらうものや自治会費から募金するものなど
も含む。

戸別

1,753,425千円
（10.9％）

・共同募金の意義に賛同した企業等の法人が利益や売り上げの一部を募金してい
ただくもの。

法人

693,916千円
（ 4.3％）

・職場における募金箱の設置等により、従業員に募金を呼びかけ集めるもの職域

259,013千円
（ 1.6％）

・人の集まる街頭や小売店の店頭、イベント会場において募金を呼びかけ集める
もの。

街頭

228,211千円
（ 1.4％）

・学校において、生徒会活動や福祉教育の一環として児童・生徒に募金を呼びか
け集めるもの

学校

1,782,693千円
（11,1％）

・共同募金会のホームぺージにアクセスし、クレジットカードやPaypayにより募
金を行うもの
・ 歳末たすけあいにおいて指定の振り込み用紙により募金を行うもの

その他

16,072,481千円
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共同募金事業における税制上の優遇措置について

○ 共同募金は、厚生労働大臣が告示で定める期間（毎年10月１日～翌年３月31日）に行う募金活動であり、 共同募金の期
間は、財務省及び総務省で指定寄附金として承認されており（※）、税制優遇措置がなされている。

※毎年度、中央共同募金会からの申請に基づき、財務大臣及び総務大臣が9月頃に告示している。

○ 共同募金の期間外については、指定寄附金の対象外となっているが、共同募金会は社会福祉法人であることから、期間外に
受け付けた寄附金は、特定公益増進法人（社会福祉法人）向け寄附としての税制優遇措置の対象となる。ただし、法人税は
損金算入の限度がある等、指定寄附金と比べると、税制上の優遇措置が縮減される。

14

特定公益増進法人（社会福祉法人）指定寄附金

通年
共同募金の運動期間

（毎年10月１日～翌年３月31日）期間

社会福祉事業
更生保護事業

その他社会福祉を目的とする事業

社会福祉事業
更生保護事業

対象となる事業

以下を限度として損金算入
（資本金等の額の0.375％＋所得金額の6.25％）

×1/2
全額損金算入

法人税
（国税）

所得控除（寄附金※－2千円）
または

税額控除（寄附金※－2千円）×40％（所得税額の25％が限度）
※総所得の40％が限度

所得税
（国税）

（都道府県・市町村が条例により指定する場合に限
り、指定寄附と同じ優遇措置）

税額控除（寄附金※－2千円）×10％
※総所得金額等の30％を限度

個人住民税
（地方税）



準備金の積み立てが認められる範囲

○ 共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条第３項において、翌年度までに集めた寄附金を配分することとされてい
るが、例外的に、法118条に第１項に定める特別な事情に備えるための準備金の積立てを認めている。

具体的な定義特別な事情（定義規定）

○住家被害による判断

・１市町村において住居が人口に応じて設定した世帯数以上滅失
（例：人口30万人以上の場合、150世帯以上滅失）

・１都道府県において住居が人口に応じて設定した世帯数以上滅失
（例：人口300万人以上の場合、12,000世帯以上滅失） 等

○生命・身体への危害又はそのおそれが生じた場合による判断

・災害発生地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助が必要

・被災者が食品の給与等に特殊の方法を必要とし、又は救出に特殊の技術が必要

○災害が発生するおそれの段階で、国が災害対策基本法に基づく災害対策本部を設置

災害救助法第２条第１項に
規定する災害

○住家被害による判断

・１市町村において住居が５世帯以上滅失

・都道府県内において、住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上

○災害救助法の適用により判断

・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が１以上

・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上

災害弔慰金の支給等に関す
る法律施行令第１条第１項
に規定する災害

○住家被害による判断

・自然災害により住宅が１０世帯以上全壊する被害が発生した市町村区域

・自然災害により住宅が１００世帯以上全壊する被害が発生した都道府県区域

被災者生活再建支援法施行
令第１条第２号又は第３号
に規定する自然災害

社会福祉法第118条第１項

共同募金会は、前条第３項の規定にかかわらず、災害救助法（昭和22年法律第118号）第２条第１項に規定する災害の発生その他
厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を
限度として、準備金を積み立てることができる。

※ 「災害」の定義（災害対策基本法第２条第１項）
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他

その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

※滅失世帯のカウント方法
全壊→１世帯で１
半壊又は半焼→２世帯で１
床上浸水→３世帯で１
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配分委員会について

○ 配分委員会は、地域の多様な視点を反映させる委員構成と、法令に基づく運営体制により、共同募金の信頼性と透明性を担
保するために重要な役割を果たしている。

（第三者機関）
・ 配分委員会は、法第115条の規定に基づき設置された第三者機関であり、都道府県共同募金会は、共同募金の配分に
ついて、配分委員会の意見を聴いてこれを決定しなければならないこととされている。

（配分委員会の委員構成）
・ 地域の福祉ニーズを把握し、公正かつ合理的な配分を図るため、多様な関係者で構成されている。

（独立性）
・ 法第114条第１項第３号において、「当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれな
いこと。」及び法第115条第３項より、「共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の
総数の三分の一を超えてはならない。」とされていることから、配分委員会の独立性は担保されている。

※ 各共同募金会が定める「都道府県共同募金会配分委員会設置・運営要領」において、配分委員会において協議する
事項として、「準備金の積立てに関する事項」も審議対象となっており、運用上、準備金の取り扱いについては、配分
委員会においても協議されているところ。

社会福祉法第115条
寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。

２ 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
３ 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
４ この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

主な特色
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参照条文 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

○社会福祉法（昭和26年法律第45号）

第四節 共同募金
（共同募金）
第百十二条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄
附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会
福祉を目的とする事業を経営する者（国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。）に配分することを目的とするものをいう。

（共同募金会）
第百十三条 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
２ 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
３ 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
４ 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。

（共同募金会の認可）
第百十四条 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しな
ければならない。
一 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
四 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。

（配分委員会）
第百十五条 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
２ 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
３ 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
４ この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

（共同募金の性格）
第百十六条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。

（共同募金の配分）
第百十七条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
２ 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
３ 共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
４ 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。 17



参照条文 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

○社会福祉法（昭和26年法律第45号）

（準備金）
第百十八条 共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず、災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）第二条第一項に規定する災害の発生その他厚生
労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立
てることができる。
２ 共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、第百十二条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の
区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に
拠出することができる。
３ 前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事
業を経営する者に配分しなければならない。
４ 共同募金会は、第一項に規定する準備金の積立て、第二項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承
認を得なければならない。

（計画の公告）
第百十九条 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、
受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。

（結果の公告）
第百二十条 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第百十八条
第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。
２ 共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告
しなければならない。
３ 共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を
受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければな
らない。

（共同募金会に対する解散命令）
第百二十一条 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十六条第八項の事由が生じた場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合
しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。

（受配者の寄附金募集の禁止）
第百二十二条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。

第百二十三条 削除

（共同募金会連合会）
第百二十四条 共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。 18


